
 

コミュニティ・スクール３年目を迎えて 

校 長  細 井 博 幸 
  

実に７年ぶりに満開の桜のもと入学式が行われましたが、その後の温

かさや強風もあり、見頃はあっという間に過ぎ、すっかり葉桜となって

います。今は、１階昇降口脇のハナミズキが白い花を咲かせ、目を楽し

ませてくれています。 

さて、前号では、本年度の学校経営方針についてお伝えし、本年度の

重点課題の一つとして学校運営協議会を取り上げました。これは、昨年

度実施の学校評価、保護者対象アンケート「学校は保護者や地域の人々

との連携を図って教育活動を進めている。」に対する肯定的な回答の割合が、８５．４％から７８．

４％へと７％低下したことを大きな課題と受け止め設定いたしました。そこで、３年目となるコミュ

ニティ・スクール制度について今一度振り返り、目指す学校像「地域の学校として学校・家庭・地域

が連携・協働し、社会に貢献できる人材を育む学校」に向けて保護者、地域の皆様にも学校との連携

についてお考えいただきたいと考えております。 

令和４年度よりさいたま市では、全ての市立学校がコミュニティ・スクールとなり、「学校運営協議

会」が設置されました。これまでにあった「学校評議員制度」が「学校運営に関して地域住民や保護

者等の意見を聞くための制度」であったのに対し、「学校運営協議会」は「校長が作成した学校運営に

関する基本的な方針を承認するなど、地域住民や保護者等が学校運営に参画し、連携・協働して学校

運営に直接関わる仕組み」です。さいたま市のリーフレットでは、以下のような効果が期待されてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校の学校運営協議会は、地域の有識者、保護者、教職員等２３名の委員で構成されています。西

原小学校と合同で行っておりますが、本年度は５月３１日（金）に実施される１回目をそれぞれの学

校で実施することで、学校運営協議会委員の話し合う（熟議）時間を確保し、学校が地域・保護者の

思いをより一層受け止められるような工夫をしております。学校運営協議会の様子については、ホー

ムページ等で随時発信してまいりますので、地域、保護者の皆様におかれましても、学校運営協議会

の活動に御注目いただきますようよろしくお願いいたします。 

学 校 だ よ り 

令和６年４月３０日(火) 第２号 

心の豊かな生徒・自ら学ぶ生徒・強くたくましい生徒 

さいたま市立西原中学校 

住所 さいたま市岩槻区大字岩槻３７５０番地 

電話 ０４８－７５６－１１１７ 

学校 Webページ  https://nishihara-j.saitama-city.ed.jp/ 

「さいたま市教育委員会作成リーフレット」より 


